
������������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
� �����������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

本
部
青
年
部
大
会
書
面
会
議
で
承
認

本
部
主
婦
会
総
会
総
会
は
書
面
会
議
に
て

実施予中止・予定

中止
現時点では実施予定ですが、
中止になる可能性があります

会 場
建設長崎佐世保東支部
佐々町文化会館
建設長崎大村支部
島原市有明総合文化会館
（グリーンウエーブ）
時津町北部コミュニティセンター
中里皆瀬地区公民館

巡回健診実施日
7月26日㈰
8月2日㈰
9月6日㈰

9月13日㈰

10月18日㈰
10月25日㈰

青
年
部
活
動
に
、積
極
的
な
参
加
を

本
部
青
年
部
で
は
、
本
部
青

年
部
大
会
を
「
書
面
表
決
形

式
」
で
開
催
し
ま
し
た
。
例
年

で
は
県
下
各
支
部
か
ら
青
年
部

員
が
集
い
、
こ
の
一
年
間
の
青

年
部
活
動
の
総
括
と
新
た
な
一

年
の
活
動
方
針
を
決
定
し
て
い

た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
回
は
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
防
止
の
た
め
、
書
面
会
議

と
い
う
形
式
で
の
開
催
と
な
り

ま
し
た
。

議
案
と
し
て
、【
第
一
号
議

案
】
令
和
二
年
度
青
年
部
活
動

方
針
（
案
）
に
お
い
て
は
、
有

意
義
な
幹
事
会
の
開
催
と
、
各

支
部
青
年
部
の
確
立
と
拡
大
に

つ
い
て
、
ま
た【
第
二
号
議
案
】

令
和
二
年
度
青
年
部
役
員

（
案
）
で
は
、
本
部
青
年
部
ス

タ
ッ
フ
と
し
て
、
部
長
に
方
山

さ
ん
、
副
部
長
に
副
島
さ
ん
と

河
内
さ
ん
、
事
務
局
長
に
瀬
尾

さ
ん
を
選
出
。
ま
た
幹
事
に
は

各
支
部
か
ら
二
名
が
選
出
さ
れ

る
こ
と
が
提
案
さ
れ
ま
し
た
。

決
議
に
つ
い
て
は
、
本
部
青

年
部
役
員
と
各
支
部
事
務
所
に

総
会
資
料
を
配
布
し
、
六
月
三

十
日
㈫
を
締
切
と
し
て
書
面
表

決
書
二
十
一
枚
を
回
収
。
表
決

の
結
果
は
満
場
一
致
で
、
令
和

二
年
度
活
動
方
針
、
並
び
に
令

和
二
年
度
役
員
、
全
て
の
議
案

に
つ
き
ま
し
て
承
認
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。

ま
た
、
議
決
回
答
に
合
わ
せ

て
「
青
年
部
活
動
に
参
加
す
る

人
を
増
や
し
て
ほ
し
い
」
等
の

ご
意
見
も
頂
戴
し
ま
し
た
。

昨
年
度
は
三
月
頃
か
ら
県
内

で
も
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
者

が
出
始
め
た
影
響
で
、
本
部
青

年
部
、
各
支
部
青
年
部
と
も
に

活
動
が
制
限
さ
れ
ま
し
た
。
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
終
息
後
に
は
、

本
部
・
支
部
青
年
部
ど
ち
ら
に

お
い
て
も
活
発
な
活
動
を
推
進

し
て
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
宜

し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

当
面
の
活
動
は
、状
況
見
て

現
在
、
制
限
は
解
除
さ
れ
ま

し
た
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
拡
大
防
止
に
よ
る
不
要

不
急
な
ど
を
主
と
し
た
自
粛
配

慮
に
よ
っ
て
、
各
種
団
体
の
会

議
を
含
む
イ
ベ
ン
ト
が
中
止
せ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
と
な
っ
て

い
ま
す
。
例
年
開
催
さ
れ
て
い

ま
す
全
国
主
婦
交
流
集
会
に
つ

い
て
も
、
当
初
は
愛
媛
県
に
て

開
催
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
し
た

が
、
今
年
度
は
中
止
と
な
り
ま

し
た
。

建
設
長
崎
本
部
主
婦
会
に
お

い
て
も
こ
れ
ら
の
状
況
を
踏
ま

え
、
当
初
令
和
二
年
七
月
一
日

に
予
定
し
て
お
り
ま
し
た
令
和

二
年
度
本
部
主
婦
会
総
会
の
開

催
を
中
止
し
、
書
面
会
議
と
す

る
事
を
、
令
和
二
年
五
月
十
八

日
の
本
部
主
婦
会
三
役
会
議
に

て
決
定
致
し
ま
し
た
。
議
事
と

し
ま
し
て
は
、
▽
議
案
第
一
号

令
和
元
年
度
活
動
経
過
報
告
、

▽
議
案
第
二
号

令
和
二
年
度

活
動
方
針
（
案
）、
▽
議
案
第

三
号

令
和
二
年
度
役
員

（
案
）
の
選
出
に
つ
い
て
―
の

三
件
。
主
婦
会
新
旧
役
員
の
皆

様
に
郵
送
に
て
議
案
書
を
送
付

し
、
ご
確
認
を
頂
き
ま
し
た
。

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
問
題
に
つ

い
て
は
、
多
少
の
沈
静
化
に
向

か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら

れ
る
も
の
の
、
一
方
で
は
第
二

次
感
染
も
懸
念
さ
れ
て
い
ま
す
。

建
設
長
崎
と
し
て
も
、
定
期
大

会
及
び
慰
霊
祭
の
規
模
縮
小
、

万
灯
流
し
の
中
止
な
ど
、
し
ば

ら
く
は
現
状
の
下
で
活
動
を
進

め
て
い
く
必
要
性
を
感
じ
て
お

り
、
本
部
主
婦
会
と
し
て
も
、

当
面
の
活
動
に
つ
い
て
は
コ
ロ

ナ
問
題
を
考
慮
し
、
状
況
を
見

な
が
ら
活
動
を
行
っ
て
い
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い

ま
す
。
主
婦
会
の
皆
様
方
に
は
、

ご
理
解
、
ご
協
力
の
程
を
ど
う

ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
致
し
ま
す
。

（持続化給付金、事業持続化支援金等の）申請に関する個別相談会
組合では持続化給付金、支援金に関する個別の相談会を下記の
日程にて実施します。
申請については直接個別での申請を行っていただきますが、「申
請の対象になるのか」、「申請の方法」、「手順」、「申請に必要な書
類」などについてそれぞれ説明をいたします。

― 個 別 相 談 会 ―
日時：令和2年8月11日㈫ 18時～20時
会場：建設長崎本部会館（長崎市城山町17－58

TEL095－862－7121）
※持参するもの（無くても構いません）
2019年分の確定申告書第1表（控）、収支内訳書（青色
申告の方）

注意事項
コロナウイルス感染症の予防対策として、
①参加される方は事前にお電話ください。
②マスクの着用をお願いします。
皆様のご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

※2面「持続化給付金」についても記載しておりますので、
ご覧下さい。

『特別定額給付金』の
申請はお済ですか？
特別定額給付金とは全国民に所得制
限なしで一人10万円を給付。
申請についてはネットもしくは各自
治体より送られてきた申請書にて申請
をします。
申請期限は、自治体によって違いま
すが概ね8月までとなっています。
まだ申請がお済でない方は早めに申
請をしましょう。

巡回健診の日程について
この度、新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、組合員各位
の健康と安全を最優先に考慮し、9月6日㈰大村支部・9月13日㈰島原市有明
総合文化会館で実施予定の巡回健診を中止することに致しました。

発行●長崎県建設産業労働組合 〒852‐8021 長崎市城山町17番58号 TEL 095‐862‐7121 FAX 095‐862‐5281 http//www.kensetunagasaki.org/ 発行責任者●若杉孝雄 編集人●古井宏樹

July
No.661
2020年7月15日

1部20円 組合員の購読料は組合費に含みます
印刷●㈱昭和堂 TEL 095‐821‐1234

熱中症に注意‼
予防のためにこまめな水分、
塩分の補給を心がけ、休憩
も十分に取りましょう。

組織拡大・増勢にご協力を！

本
部
主
婦
会
役
員
（
敬
称
略
）

会
長

馬
場
ヒ
ロ
子

（
中
央
支
部
）

副
会
長

山
形
マ
ス
子

（
浦
上
西
支
部
）

副
会
長

金
子

嘉
子

（
佐
世
保
中
央
支
部
）

副
会
長

久
保
田
由
美
子

（
島
原
支
部
）

事
務
局
長

江
頭

孝
一

（
専
従
）

事
務
局
次
長

馬
場

久
恵

（
専
従
）

本
部
青
年
部
役
員
（
敬
称
略
）

部
長

方
山

栄
治

（
大
浦
支
部
）

副
部
長

副
島

具
巳

（
大
村
支
部
）

副
部
長

河
内
俊
之
輔

（
浦
上
西
支
部
）

事
務
局
長

瀬
尾

友
謙

（
佐
世
保
中
央
支
部
）

事
務
局
次
長

山
本
祐
一
郎

（
専
従
）
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ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために「申請サポート会場」での申請受付

※コールセンターでは、不正受給の内部通報にも対応しています。

LINE でもお問い合わせを受け付けています。
LINE ID：@kyufukin_line

持 続 化 給 付 金 コ ー ル セ ン タ ー

金付給化続持

「申請サポート会場」のご予約方法
会場の予約方法は 3つあります。

完全事前予約制となっていますので、必ずご予約を。

会場にご来訪される際のご注意
会場にご来訪される際は

予約内容・会場情報・必要書類の確認をお願いします。
■予約時間の10分前までに申請サポート会場までお越しの上、8桁の予約番号と
お名前をお伝えください。なお、予約時間を15分以上超えた場合、予約はキャ
ンセルとして扱わせて頂きます。
■申請サポート会場では電子申請のサポートを行います。申請に関する詳しい相
談は受け付けておりませんので、あらかじめご了承ください。
■当日はコロナ対策のため、ボールペン等の筆記用具をお持ち下さい。
■必ずマスク着用の上、ご来場ください。
■原則として申請者お一人様でご来場ください。（補助者、介助者等は除く）
■当日は必ず検温のうえお越しください。また37．5度以上の方は、会場への入場
をお断りさせていただきます。

下記の必要書類をすべてご持参の上、ご来場ください。

WEB予約
持続化給付金ホームページ

↑
検索持続化給付金 から

24時間いつでも予約できます。
※メンテナンス時間は除く

「MENU」から
「申請サポート会場」の

コーナーを見る
▼

自治体を選択するか、
住所等を入力して、
最寄りの会場を検索

▼
来訪予約をクリックして、
「予約希望日」「希望時間」を

クリック
▼

必要事項を入力して確認、
『予約』をクリックすれば

完了です

1 電話予約（自動音声予約システム）
24時間いつでも、音声ガイダンスに沿ってボタン
操作をすることで申請会場を予約できます。

0120-835-130
※同じ番号で、FAXにより会場一覧と会場コードを取り出すことができます。
※WEB（スマホ）・FAXがなく、会場コードがわからない場合は、

電話窓口 0570-077-866まで。
電話予約（オペレーター対応）

電話窓口でも予約を受け付けます。大変混み合う
ことが予想されますので、1WEB予約や2自動
音声予約システムもご活用ください。

0570-077-866
受付時間：平日、土日祝日ともに9時～18時

申請サポート会場
予約専用ダイヤル
（自動）

申請サポート会場
電話予約窓口
（オペレーター対応）

2

3

0120-115-570 IP 電話番号 03-6831-0613
お電話は大変混み合うことが予想されますので、ホームページやFAX、LINEもご活用ください。

FAX でも情報が
取り出せます。

［受付時間］

8:30~19:00
（7月、8月は全日対応）

申請は持続化給付金ホームページから。

「持続化給付金」の詳細情報もご覧いただけます。

電子（オンライン）申請受付
パソコンでも、スマホでも、
簡単にできます。

申
請
方
法

売上が前年同月比50％以上減少している事業者の方は、
事業の継続を下支えし、事業全般に広く使える給付金を申請できます。
（今年12月までに売上が50％以上減少した月がある事業者が対象。令和3年1月15日まで
申請が可能です。）

給付内容

給付額
前年の総売上－（前年同月比△50％月の売上×12ヶ月）

・青色申告の場合
前年同月と比較し、50％以下となる任意の月。
・白色申告の場合
前年の月平均事業売上（前年の事業収入÷12）と比
較し、50％以下となる任意の月。

個人上限100万円法人上限200万円

申請に必要な書類 ③通帳の写し

④本人確認書類

＋

②2020年分の対象とする月（前年比△50％の月）の
売上台帳など（手書きでも可）

手書きの売上帳のコピーなど

所得税青色申告決算書（2枚）

①確定申告書類（税務署受付印のあるもの）

経理ソフトから抽出した売上データ

確定申告書第一表控

中小法人の方は
●確定申告書別表一※の控え（1
枚）及び法人事業概況説明書
の控え（2枚）計3枚
（対象月の属する事業年度の直前の
事業年度分）
※少なくとも、確定申告書別表一
の控えには収受印（e-Tax の場合
は受信通知）が必要です。

●売上台帳や帳簿等、対象月の
月間事業収入がわかるもの
（2020年○月と明確な記載があるもの）

●法人名義の口座通帳の写し
（法人の代表者名義も可）

個人事業者の方は
●青色申告の場合：
2019年分の確定申告書第一表※の控え（1枚）
と所得税青色申告決算書の控え（2枚）計3枚
（2019年分の確定申告書第一表の控え1枚のみも可。た
だし白色申告の場合と同様に2019年の月平均の事業収
入と対象月の月間事業収入を比較することとします。）
白色申告の場合：
2019年分の確定申告書第一表※の控え（1枚）
計1枚
※少なくとも、確定申告書第一表の控えには収受印（e
-Tax の場合は受信通知）が必要です。

●売上台帳や帳簿等、対象月の月間事業収入が
わかるもの
（2020年○月と明確な記載があるもの）

●申請者本人名義の口座通帳の写し
●本人確認書類
（住所・氏名・明瞭な顔写真のある身分証明書）

在留カードなど（両面）住民基本台帳（オモテ面）

個人番号カード（オモテ面）運転免許証（両面）

通帳のオモテ面 通帳を開いた
1・2ページ目
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①70歳以上の国保加入者の住民税課税標準額（※1）が全員145万円未満である。
※1 「住民税課税標準額」とは総所得金額等から社会保険料や基礎控除などの

各種所得控除後の金額。

「年収」とは年金・給与・営業収入、必要経費や控除額を
差し引く前の総収入

いいえ はい

②70歳以上の国保加入者の方の総所得金額等から基礎控除（33万円）
　した額の全員の合計が210万円以下である。

はい

③70歳以上の国保加入者の年収が下表のいずれかに該当する。
（該当する場合は確定申告書の控え等収入のわかる書類の提出
　が必要です。）

※2

「特定同一世帯所属者」とは国民健康保険から後期高齢者
医療制度へ移行された後も継続して同一の世帯に属する方。

※3

一部負担金の割合 一部負担金の割合

３割 ２割

国保加入者（70歳以上） 年収（※2）の合計額
1人 383万円未満
2人以上

（特定同一世帯所属者（※3）含）
520万円未満

いいえ

いいえ はい

国国
保保
かか
らら
のの
おお
知知
らら
せせ

国
保
の
手
続
き
方
法
の
変
更
に
つ
い
て

限
度
額
認
定
証
を

お
持
ち
の
皆
様
へ

七
〇
歳
以
上
の
皆
様
へ

■
所
得
に
関
す
る
証
明
書
類
の
提
出
を
省
略
し
ま
す
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
（
社
会
保
障
・
税
番
号
制
度
）
が
施
行
さ
れ
、
長

建
国
保
も
地
方
自
治
体
等
と
の
情
報
連
携
を
行
え
る
体
制
と
な
り
、
個
人

番
号
を
利
用
し
て
所
得
情
報
等
の
確
認
作
業
を
行
う
こ
と
が
可
能
と
な
り

ま
し
た
。
よ
っ
て
、
令
和
二
年
八
月
適
用
分
よ
り
、
所
得
に
関
す
る
証
明

書
類
の
提
出
を
省
略
い
た
し
ま
す
。
主
な
手
続
き
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
高
齢
受
給
者
証
の
発
行

②
限
度
額
認
定
証
の
発
行

③
特
定
疾
病
受
領
証
の
発
行

④
高
額
療
養
費
の
申
請

引
き
続
き
、
①
〜
④
以
外
に
も
被
保
険
者
様
の
事
務
手
続
き
が
簡
素
化

さ
れ
る
よ
う
当
組
合
で
検
討
し
て
ま
い
り
ま
す
。
ご
協
力
の
ほ
ど
よ
ろ
し

く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
所
定
の
手
続
き
に
は
個
人
番
号
が
必
要
で
す
。

国
保
に
関
す
る
手
続
き
に
お
い
て
、
申
請
書
等
に
組
合
員
並
び
に
該
当

す
る
ご
家
族
（
被
保
険
者
）
の
個
人
番
号
を
記
載
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

手
続
き
の
際
は
支
部
窓
口
で
確
認
を
行
う
た
め
、
被
保
険
者
証
と
一
緒
に

必
ず
個
人
番
号
の
わ
か
る
書
類
等
を
ご
持
参
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い

い
た
し
ま
す
。

お
持
ち
に
な
ら
れ
て
い
る
限

度
額
認
証
の
有
効
期
限
は
七
月

末
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
八
月

以
降
も
入
院
等
で
医
療
費
が
高

額
と
な
る
場
合
は
限
度
額
認
定

証
の
申
請
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

所
属
の
支
部
窓
口
に
て
申
請
し

て
頂
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

尚
、
申
請
の
際
に
以
前
ま
で

に
提
出
し
て
い
た
だ
い
た
所
得

に
関
す
る
証
明
書
類
の
提
出
は

不
要
と
な
り
ま
す
が
、
確
認
の

た
め
に
個
人
番
号
の
わ
か
る
書

類
等
を
必
ず
ご
持
参
し
て
い
た

だ
く
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
毎
年
八
月
は
「
高
齢
受
給
者
証
」
の
切
替
時
期
で
す
。

七
〇
歳
以
上
の
方
に
は
、
七
五
歳
で
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
移
る
ま
で
の
期
間
、「
高
齢
受
給
者
証
」
を
交
付

し
て
お
り
ま
す
。

「
高
齢
受
給
者
証
」
と
は
、
医
療
費
の
自
己
負
担
額
が

二
割
（
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
は
三
割
）
と
記
載
が

さ
れ
た
書
類
で
あ
り
、
医
療
機
関
等
を
受
診
さ
れ
る
際
は

保
険
証
と
一
緒
に
窓
口
へ
提
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

長
建
国
保
で
は
手
続
き
方
法
を
変
更
し
て
、
提
出
し
て

い
た
だ
く
書
類
は
原
則
不
要
と
し
、
皆
様
の
個
人
番
号
を

活
用
し
て
所
得
情
報
の
確
認
・
自
己
負
担
額
の
判
定
を
し

て
お
り
ま
す
。

七
月
中
旬
よ
り
順
次
、
高
齢
受
給
者
証
を
自
宅
宛
て
に

送
付
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

※
一
定
以
上
の
所
得
が
あ
る
方
ま
た
は
未
申
告
の
方
に
つ

き
ま
し
て
は
別
途
提
出
し
て
頂
く
書
類
が
ご
ざ
い
ま
す
。

対
象
の
方
に
は
個
別
に
文
書
等
で
ご
連
絡
い
た
し
ま
す
。

※子供料金につきましては、各温泉施設までお問合せ下さい。

■指定温泉施設の入浴料割引
及び補助制度■

長建国保では、組合員及び家族の健康の保持増進を図る
ため「指定温泉利用料金の割引及び補助制度」を実施し
ています。ぜひご利用ください。

■利用料金の割引
指定温泉と契約し、規定料金より安い料金で利用でき
ます。

■利用料金の補助
（小人料金には、割引はありません。）

補助券により、割引料金より更に安い料金で利用でき
ます。
規定料金－メンバーズカード割引＝割引後の料金
割引後の料金－補助券（300円）＝利用者負担金
・長建国保加入組合員（年間20枚）
組合のみ加入（年間6枚）

※支部事務所で申し込んでください。（要：印鑑）
※詳細については各支部事務所へお問い合わせ下さい。

長崎県建設事業国民健康保険組合指定温泉一覧表

所在地
電話番号

長崎市曙町39‐38
095‐862‐5555

長崎市伊王島町
1丁目3277‐7
095‐898‐2202

西彼杵郡長与町岡郷2762‐1
095‐887‐4126

西彼杵郡長与町高田郷284
095‐856‐2631

西彼杵郡長与町
高田郷2289‐2
095‐856‐2617

諫早市本野7‐1
0957‐25‐8822

大村市森園町663‐3
0957‐50‐1126

雲仙市小浜町雲仙500‐1
0957‐73‐3273

雲仙市小浜町南本町10
0957‐74‐3141

諫早市飯盛町
平古場279番地
0957‐28‐4141

東彼杵郡川棚町小串郷272
0956‐82‐2661

東彼杵郡川棚町小串郷237
0956‐82‐6868

佐世保市崎岡町853‐12
0956‐39‐4800

佐世保市南風崎町449
0956‐59‐3939

東彼杵郡波佐見町
長野郷558‐3
0956‐76‐9008

平戸市田平町野田免210‐6
0950‐57‐1110

利用者負担
（自己負担）

500円

350円

400円

600円

1，300円

380円

400円

370円

330円

400円

250円

30円

220円

300円

300円

500円

260円

400円

450円

一律
300円

補助券の額
（温泉券利用）

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円

▲300円
▲300円
施設負担

割引後の料金
（メンバーズカード）

800円

650円

700円

900円

―

―

700円

―

630円

―

－

－

－

－

－

－

560円

－

－

－

規定料金

830円

750円

800円

1，000円

1，600円

680円

800円

670円

750円

700円

550円

330円

520円

600円

600円

800円

700円

700円

750円

900円

平日料金
休日料金

通常料金

平日

休日

平日

土・日・祝

温泉施設
内場所

ホテル側

しまかぜ

利用区分

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人
（高校生以上）
［7：30～16：30］

大人
［16：30～21：30］

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

大人

指定温泉名称

稲佐山温泉
アマンディ

i+Land nagasaki
（旧）やすらぎ伊王島

長崎温泉喜道庵

道の尾温泉

ゆりの温泉

天然温泉＆
ホットヨガ
諫早もとの湯

サンスパおおむら
ゆの華

青雲荘

望洋荘
営業時間帯によって料金が異な
ります。詳しくは施設までお問
い合わせ下さい。

いいもり月の丘

国民宿舎くじゃく荘

川棚大崎温泉
しおさいの湯

ザ・パラダイス
ガーデンサセボ（※1）

ホテルローレライ
ばってんの湯（※1）

はさみ温泉湯治楼

平戸たびら温泉
サムソンホテル

消費税
10％

長

崎

・

西

彼

地

区

県

央

地

区

県

北

地

区

2020．5．2

（※1）毎月26日「風呂の日」は規定料金が半額となり、補助券の使用は出来ません。

高齢受給者証負担割合判定の流れ

補助券

メンバーズカー
ド
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集団検診（がん検診）
新型コロナウイルス感染拡大を防止（密
集・密接）する為、ご協力お願いします。
毎年、各市役所・市町村が実施していま
す「集団検診（がん検診等）が完全予約
制となっています。
また、8月下旬から各会場にて実施予定となっておりますが、会場の
変更や中止となる可能性があります。
つきましては、各市役所・市町村によって、お申込が異なりますので、
事前に（市役所・市町村）に予約・お尋ねください。
※予約なしで検診会場にいらっしゃった場合、集団検診（がん検診）
を受診できない・お待たせする事がありますので、ご注意下さい。

令和2年度長崎県子育て応援住宅支援事業
安心して子育てができる住環境整備のため、多子世帯や新たに3世代（親、
子、孫など）で同居・近居するための中古住宅の取得や住宅の改修を支援し
ます！

対象者

①同居する18歳未満の子が3人以上（妊娠中を含む）の世帯
②同居する18歳未満の子が2人で更なる妊娠・出産を希望する夫婦

新たに同居又は近居

補助メニュー・補助額

補助額

補助額
補助率1／5（上限40万円）

※対象経費の合計に対して

メニュー
（補助金交付決定後に行う以下の内容が対象）

①中古住宅を取得
②取得時のリフォーム工事

①中古住宅を取得
②リフォーム工事

対象者

多子世帯

3世代
同居 近居

子育て世帯を支援する世帯
（子育て世帯の父母、おじおば、祖父母など）��小学生以下の子どもがいる子育て中の

世帯

凡例 事業実施：○ 未実施：－

電話番号

0957‐38‐3111

0957‐73‐6677

095‐883‐1111

095‐882‐4807

0957‐46‐1155

0956‐82‐3130

0956‐85‐2111

0959‐56‐3111

0956‐62‐2101

0959‐53‐1111

窓口

建築課

都市計画課

土木管理課

都市整備課

町民課

住民福祉課

建設課

建設課

建設課

建設課

受付中

3世代

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

多子世帯

○

○

○

○

○

○

－

○

－

○

市町名

雲 仙 市

南島原市

長 与 町

時 津 町

東彼杵町

川 棚 町

波佐見町

小値賀町

佐 々 町

新上五島町

補助金申請窓口一覧（実施市町）

電話番号

095‐829‐1189

0956‐25‐9626

0957‐62‐8012

0957‐22‐1500

0957‐53‐4111

－

0956‐72‐1111

0920‐58‐2294

0920‐42‐1111

0959‐72‐6117

0959‐37‐0021

窓口

住宅課

都市政策課

政策企画課

建築住宅課

建築課

－

都市計画課

こども未来課

建設課

社会福祉課

住宅建築課

受付中

3世代

○

○

○

○

○

－

○

○

○

○

○

多子世帯

○

○

－

－

－

－

○

○

○

－

○

市町名

長 崎 市

佐世保市

島 原 市

諫 早 市

大 村 市

平 戸 市

松 浦 市

対 馬 市

壱 岐 市

五 島 市

西 海 市

人間ドックのご案内
新型コロナウイルス感染拡大防止の為、人間ドックのお申込をお控え頂
いておりましたが、今回、人間ドックお申込が可能となっております。
人間ドック受診をご希望の方につきましては、組合窓口でお手続きお願
い致します。
また、今回（一泊二日）検査コースが追加になりました。日赤原爆諫早
病院・佐世保中央病院での一泊二日コースのみ大腸内視鏡検査が追加ま
たは選択できます。選択がない場合、糖負荷コースとなります。

※大腸内視鏡検査をご希望の場合、別途料金が必要となりますので、ご
注意下さい

■■日赤原爆諫早病院■■（糖負荷コース）一泊二日
組合窓口でお支払い金額

18，000円

＊従来の検査（身体測定・採血など）

＊糖尿病検査 食後2時間血糖値

＊糖負荷コースにオプションで大腸内視鏡検査のみ追加可能
＊大腸内視鏡検査料金（自己負担額）16，500円（こちらの料金は、病院の窓口にて直接支払）

追加検査・追加料金

大腸内視鏡検査なし 0円

本人負担額

18，000円
糖負荷検査コース

■■日赤原爆諫早病院■■（消化器コース）一泊二日
組合窓口でお支払い金額

合計37，470円
（18，000＋19，470）

合計38，130円
（18，000＋20，130）

＊従来の検査（身体測定・採血など）

＊糖尿病検査 食後2時間血糖値

＊大腸内視鏡検査

＊便中ピロリ抗原検査（検便）

�
�
�
�
�

3項目検査料金 男性19，470円 女性20，130円

＊腫瘍マーカーCA19‐9（膵・胆嚢癌他）（採血）

追加検査・追加料金

男性 ＋19，470円
（大腸内視鏡・ピロリ菌・腫瘍マーカー）

女性 ＋20，130円
（大腸内視鏡・ピロリ菌・腫瘍マーカー）

本人負担額

18，000円

消化器コース

（大腸検査・ピロリ菌・腫瘍マーカー）

↑3項目が追加

■■佐世保中央病院■■（糖負荷コース）一泊二日
組合窓口でお支払い金額

18，000円

＊従来の検査（身体測定・採血など）

＊糖尿病検査 食後2時間血糖値

追加検査・追加料金

大腸内視鏡検査なし 0円

本人負担額

18，000円
糖負荷コース

■■佐世保中央病院■■（大腸ファイバーコース）一泊二日
組合窓口でお支払い金額

合計31，200円
（18，000＋13，200）

合計31，200円
（18，000＋13，200）

＊従来の検査（身体測定・採血など）

＊大腸内視鏡検査 男性・女性 13，200円

追加検査・追加料金

男性 ＋13，200円
（大腸内視鏡）

女性 ＋13，200円
（大腸内視鏡）

本人負担額

18，000円

大腸ファイバーコース

（大腸内視鏡検査）

大腸内視鏡検査が追加

親等の世帯

多子世帯

3世代

子育て世帯

令和2年度 支部大会開催日程
令和2年度の支部大会を下記日程で予定しています。この一

年間の活動の報告と新年度の活動方針等についてそれぞれ協議
されます。
組合員の皆様にはご出席頂きますようお願いします。

会 場

地区労会館

地区労会館

長崎南商工会

東長崎支所2階

本部会館2階

本部会館2階

時津コミニュティセンター

諫早勤労福祉会館

大村支部事務所

ザ・マーキーズ

JAさせぼホール

広田地区公民館

中里皆瀬地区公民館

サンパーク吉井

平戸海上ホテル

※日程、会場については変更になる場合があります。

開催期日

19：00

19：00

19：00

18：30

19：00

19：00

19：00

19：00

19：00

18：00

18：00

19：00

19：00

18：30

18：00

9月9日㈬

9月1日㈫

9月8日㈫

9月3日㈭

9月4日㈮

9月2日㈬

9月10日㈭

8月28日㈮

8月21日㈮

8月31日㈪

8月31日㈪

8月27日㈭

8月26日㈬

9月7日㈪

9月11日㈮

支部名

中 央

大 浦

市 南

東 長 崎

浦 上 西

浦 上 東

西 彼

諫 早

大 村

島 原

佐世保中央

佐 世 保 東

佐 世 保 北

北 松

平 戸
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